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……このようにあらかじめ定めておかないと
,

その人の強いか弱ぃかによって学1決を下す
ことがおこったりしよう。身分の高い低いに

よらず,公平に裁判することができるように,
言繰 しておくのである。すこし律今のきまり
とちがうところもあるが,式家の人々の便宜
のために定めただけのことである。 ……

(北条泰時の手紙の一部要約)


